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企業活動で必須となるデジタル化。帳簿書類も例外ではない。改正電子帳簿保存法では電子取引などに関する手続きが
見直された。改正法が施行された2022年1月1日からデータを紙に出力した書面のみの保存が認められなくなり、電子帳簿
保存法に対応する企業はやり取りした電子取引データをそのまま保存することが義務付けられた。その特例措置としては、
2年間の宥恕（猶予）期間が設けられている。今、対応に遅れている企業は2024年1月までに電子帳簿保存法に対応する
仕組みを構築する必要に迫られている。対応まで残り1年弱、待ったなしの状況だ。

経理業務の効率化とDXで競争力を向上

企業の「データ活用」「デジタル化」というと、自社の競争力となる製品・サービスの開発・生産・販売などの部門を中心に進
められてきた。現在は、ここから一歩踏み込んで、経理や人事などのバックオフィス部門でデジタル化の機運が高まってい
る。経理業務の効率化やDXを進めることで全社的な競争力の向上も期待できるからだ。

例えば、出張経費の精算。従業員は出社時に経費精算のために領収書を経理部門に提出したり、遠隔の拠点は本社に
郵送したりする必要がある。そして、経理担当者は領収書を見ながらパソコンに入力した後、ファイリングするといった手間と
時間のかかる作業がこれまでだった。

「電子取引データ」の保存は義務化。早急な対応を… 続きを読む
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